
議案第３号 

 

入間市市民会館の設置及び管理条例等の一部を改正する条例 

 

条例 別記のとおり 

 

 

  平成３１年２月１９日提出 

 

入間市長  田 中 龍 夫 

 

 

      提 案 理 由 

 

 入間市、所沢市、飯能市及び狭山市で構成する埼玉県西部地域まちづくり協議会への日高

市の加入に伴い、公の施設の相互利用について、日高市を加えた５市により実施するため、

所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 

 

 



入間市市民会館の設置及び管理条例等の一部を改正する条例 

 

 （入間市市民会館の設置及び管理条例等の一部改正） 

第１条 次に掲げる条例の規定中「若しくは狭山市」を「、狭山市若しくは日高市」に改め

る。 

 ⑴ 入間市市民会館の設置及び管理条例（昭和４８年条例第２号）別表 

 ⑵ 入間市産業文化センター設置及び管理条例（昭和５９年条例第３５号）別表 

 ⑶ 入間市男女共同参画推進センター条例（平成１５年条例第３３号）第８条第１号 

 ⑷ 入間市体育施設設置及び管理条例（昭和５５年条例第４３号）第１７条第２項第１号、

別表第３及び別表第４ 

 ⑸ 入間市健康福祉センター条例（平成１４年条例第４５号）別表第３ 

 ⑹ 入間市農村環境改善センター設置及び管理条例（昭和６１年条例第３５号）別表 

 ⑺ 入間市勤労福祉センター設置及び管理条例（昭和６２年条例第１４号）別表 

 （入間市老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 入間市老人福祉センター設置及び管理条例（昭和４６年条例第１６号）の一部を次

のように改正する。 

別表中「又は狭山市」を「、狭山市又は日高市」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規定は、平成３１年４月１日以後に使用又は利用の申請のあったものについて

適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。 


